
（参照条文） 

○学校教育法施行規則（平成 21年 9月 1日施行） 

 

第百四十三条の二 大学における教育に係る施設は、教育上支障がないと認め

られるときは、他の大学の利用に供することができる。 

2 前項の施設を他の大学の利用に供する場合において、当該施設が大学教育の

充実に特に資するときは、教育関係共同利用拠点として文部科学大臣の認定

を受けることができる。 

 

 

○教育関係共同利用拠点の認定等に関する規程（平成 21 年 8 月 20 日文部科学

省告示第 155号） 

 

（趣旨） 

第一条 学校教育法施行規則（以下「規則」という。）第百四十三条の二第二項

の規定に基づく教育関係共同利用拠点の認定その他の教育関係共同利用拠点

に関する事項については、この規程の定めるところによる。 

（認定の基準） 

第二条 規則第百四十三条の二第二項に規定する教育関係共同利用拠点（以下

「拠点」という。）の認定の基準は次のとおりとする。 

一 学生に対する教育、学生の修学等の支援、教育内容及び方法の改善その他

大学における教育に係る機能を有する施設であって、大学教育の充実に特に

資すると認められるものであること。 

二 拠点の認定を受けようとする施設（以下「申請施設」という。）が、他の

大学の利用に供するものとして大学の学則その他これに準ずるものに記載

されていること。 

三 申請施設の運営について権限を有する者の諮問に応じ、共同利用の実施に

関する重要事項について審議する機関として、次に掲げる委員で組織する委

員会（この条及び次条において「運営委員会」という。）を置き、イの委員

の数が運営委員会の委員の総数の二分の一以下であること。 

イ 当該申請施設の職員 

ロ 当該共同利用に係る事項に関し学識経験を有する者 

ハ その他申請施設の運営について権限を有する者が必要と認める者 

四 申請施設を利用する大学を広く募集するものであること。 

五 申請施設の種類等に応じ、共同利用に必要な設備及び資料等を備えてい

ること。 

六 申請施設を利用する大学に対し、申請施設の利用に関する技術的支援、必

要な情報の提供その他の支援を行うための必要な体制を備えていること。 

七 申請施設の利用の方法及び条件、利用可能な設備及び資料等の状況、申請

施設における教育の成果その他の共同利用に関する情報の提供を広く行う



ものであること。 

八 申請施設の種類等に応じ相当数の大学の利用が見込まれること。 

（認定の申請） 

第三条 申請施設を置く大学の学長は、申請書に次に掲げる書類を添えて、文

部科学大臣に申請するものとする。 

一 拠点の認定を受ける趣旨及び必要性を説明する書類 

二 学則その他これに準ずるもので申請施設の位置付けを記載しているもの 

三 申請施設の名称、目的、所在地その他の概要を説明する書類 

四 運営委員会の規則及び名簿 

五 申請施設を利用する大学の募集及び決定の方法を説明する書類 

六 申請施設の設備及び資料等の状況を説明する書類 

七 申請施設を利用する大学に対する支援の体制を説明する書類 

八 申請施設に関する情報提供の内容及び方法を説明する書類 

九 その他第二条に規定する基準に適合することを説明する書類 

（認定の手続） 

第四条 文部科学大臣は、前条の申請があった場合には、当該申請に係る認定

をするかどうかを決定し、当該申請をした大学の学長に対し、速やかにその

結果を通知するものとする。 

2 文部科学大臣は、前項の認定を行う場合において、その有効期間を定めるも

のとする。 

（変更及び廃止等の届出） 

第五条 拠点の認定を受けた施設を置く大学の学長（以下「学長」という。）は、

次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出るものと

する。 

一 当該施設の名称、目的又は所在地を変更しようとするとき。 

二 当該施設を廃止しようとするとき。 

三 当該施設を共同利用に供することをやめようとするとき。 

（文部科学大臣への報告等） 

第六条 学長は、毎年度、当該年度における共同利用の実施計画を定め、当該

年度の開始前に、文部科学大臣に提出するものとする。 

2 学長は、毎年度終了後三月以内に、当該年度における共同利用の実施状況を

取りまとめ、文部科学大臣に提出するものとする。 

（認定の取消し） 

第七条 文部科学大臣は、拠点が第二条に規定する基準に適合しなくなったと

認めるとき又は第五条第二号若しくは第三号の届出を受けたときは、認定を

取り消すことができる。 

（認定等の公表） 

第八条 文部科学大臣は、拠点の認定をし、又はこれを取り消したときは、イ

ンターネットの利用その他適切な方法により、その旨を公表するものとする。 


